
 

 

 

原子力規制委員会組織規則の改正 

 

令和５年３月 15 日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨 

本議題は、令和５年度機構・定員要求の結果を反映するため、原子力規制委員会組織規

則の改正の決定について付議するものである。 

 

２．改正概要 

原子力規制委員会組織規則の改正について、別紙のとおり決定いただきたい。改正概要

は以下のとおり。 

ア 原子力規制企画課及び火災対策室の所掌事務に、火災対策の審査に加え、検査に関

する事務を追加する。 

イ 広報室長を専任化する（現在は充て職）。 

ウ 上席技術研究調査官の人数を１２人から１４人に変更する。 

 

３．施行時期 

令和５年４月１日に施行する。 

 

４．備考 

原子力規制庁組織細則（長官決定）についても所要の改正（定員要求の反映、管理下に

ない放射性物質対応チームの設置、訓令職の設置）を行う。 

 

 

（添付資料） 
別紙：原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則（案） 

資料３ 
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